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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面と下面と前面とを有し、前記前面に前記上面から前記下面にわたって凹部が溝状に
形成された樹脂成形体と、前記樹脂成形体に埋設されたリードとを備えた基体と、
　発光素子チップと前記発光素子チップから出射される光を透過する透光性部材と発光領
域を所定の範囲に制限する反射層を側面に有する発光素子とを備え、
　前記発光素子は、前記凹部の底面に設けられ、
　前記反射層が前記凹部の側壁から離れて位置し、
　前記リードは、２つの端面の間に４つの側面を有する柱形状であり、前記４つの側面の
うちの１つの第１側面の一部を前記凹部の底面に露出させ、前記第１側面に直交する第２
側面の一部を外部接続面とし、
　前記リードの第２側面が露出した、前記樹脂成形体の実装面は段差を有し、前記実装面
に露出したリードの両側に接合部材溜まり部が形成された発光装置。
【請求項２】
　前記凹部の側壁が傾斜しており、前記底面より開口側が広くなった請求項１記載の発光
装置。
【請求項３】
　前記発光素子の外形形状は、四角柱体である請求項１又は２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記透光性部材は、前記発光素子チップの発光面上に設けられた波長変換層と、前記波
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長変換層上に設けられた透光性基板とを含み、発光素子チップの側面と前記波長変換層の
側面とが前記反射層に覆われている請求項１～３のうちのいずれか１つに記載の発光装置
。
【請求項５】
　前記透光性基板の側面がさらに前記反射層に覆われている請求項４記載の発光装置。
【請求項６】
　前記リードの切断面が前記４つの側面と直交している請求項１～５のうちのいずれか１
つに記載の発光装置。
【請求項７】
　前記リードは、前記第２側面に対向する第３側面に、前記リードの前記樹脂成形体から
の抜けを防止する窪みを有する請求項１～６のうちのいずれか１つに記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像表示装置のバックライト光源の用途に、発光ダイオードを用いた発光装置が広く用
いられている。画像表示装置のバックライト用の発光装置は、例えば、導光板と導光板の
側面に設けられた発光装置とを含んでなり、発光装置が出射する光が導光板の発光面から
出射されるように構成される。また、携帯端末用の画像表示装置に用いられるバックライ
ト用の発光装置としては、例えば、特許文献１に開示されているような、実装面と発光面
とが直交し、その側面が光取り出し面となったサイドビュー型（側面発光型）発光装置が
広く用いられている。この携帯端末用の画像表示装置に用いられるバックライト光源用の
発光装置には、発光素子の光を効率よく前方の取り出すことができこと及び小型で軽量で
あることに加え、薄型であることが求められる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－３７４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、携帯端末が薄型になるにしたがって、より薄いサイドビュー型の発光装
置が求められているが、従来のサイドビュー型の発光装置では十分にその薄型化の要求に
応えられていなかった。
【０００５】
　そこで、本発明は、発光素子の光を効率よく前方に取り出すことができ、小型でかつ薄
型のサイドビュー型の発光装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以上の目的を達成するために、本発明に係る発光装置は、上面と下面と前面とを有し、
前記前面に前記上面から前記下面にわたって凹部が溝状に形成された樹脂成形体と、前記
樹脂成形体に埋設されたリードとを備えた基体と、
　発光素子チップと前記発光素子チップから出射される光を透過する透光性部材と発光領
域を所定の範囲に制限する反射層を側面に有する発光素子とを備え、
　前記発光素子は、前記凹部の底面に設けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　以上のように構成された本発明に係る発光装置によれば、発光素子の光を効率よく前方



(3) JP 6236999 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

に取り出すことができ、小型でかつ薄型のサイドビュー型の発光装置を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係る実施形態の発光装置の構成を示す斜視図である。
【図２】実施形態の基体２０の前面側の斜視図である。
【図３】実施形態の基体に埋設された第１及び第２リードの構成を示す斜視図である。
【図４】実施形態の基体２０の背面側の斜視図である。
【図５】実施形態の発光装置に用いる発光素子の製造過程を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照しながら本発明に係る実施形態の発光装置について説明する。
　図１は、本発明に係る実施形態の発光装置の構成を示す斜視図であり、図２は、実施形
態の基体２０の構成を示す斜視図であり、実装面側となる第１面２３ａを上にして示して
いる。
　図１に示すように、実施形態の発光装置は、凹部２４を備えた基体２０と、基体２０の
凹部底面２４ｂに設けられた発光素子１０とを含む。
【００１０】
　基体２０
　基体２０は、樹脂成形体２３と、樹脂成形体２３に埋設された第１リード２１と第２リ
ード２２とを含む。
【００１１】
　樹脂成形体２３は、対向する２つの主面の一方の面である第１面２３ａと、対向する２
つの主面の他方の面である第２面２３ｂと、前面２３ｃと、背面２３ｆと、第１端面２３
ｄと、第２端面２３ｅとを有し、前面２３ｃに溝状の凹部２４を有する。尚、上述したよ
うに、図１等では、実装面となる第１面２３ａを上にして示しているので、実装状態では
、第１面２３ａが下面であり、第２面２３ｂが上面である。凹部２４は、前面２３ｃに第
１面２３ａから第２面２３ｂにわたって貫通するように形成されており、凹部底面２４ｂ
と２つの側壁２４ａとを有する。凹部の側壁２４ａは、凹部底面２４ｂより開口側が広く
なるように傾斜していることが好ましく、開口側を広くすることにより、発光素子を容易
に実装することができる。
【００１２】
　樹脂成形体２３において、第１面２３ａは、第１端面２３ｄ側及び第２端面２３ｅ側に
それぞれ段差が形成されており、その段差の部分で樹脂成形体２３の厚さが薄くなってい
る。尚、第１面２３ａにおいて、第１端面２３ｄ側及び第２端面２３ｅ側の段差を構成す
る傾斜面２３ａｃとそれに連続する平坦面２３ａｂを除いた部分を載置面２３ａｓという
。
　樹脂成形体２３の成形材料としては、例えば、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等、具体的
には、ポリフタルアミド（ＰＰＡ）、ポリカーボネート樹脂、ポリフェニレンサルファイ
ド（ＰＰＳ）、液晶ポリマー（ＬＣＰ）、ＡＢＳ樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、
アクリル樹脂、ＰＢＴ樹脂等の樹脂等が挙げられる。好適には、熱可塑性樹脂を用いる。
また、成形材料中に酸化チタンなどの光反射性物質などを混合して、樹脂成形体の表面に
おける光の反射率を高めることもできる。これにより、戻り光を効率的に反射することが
できる。
【００１３】
　第１リード２１は、図３に示すように、一端面２１ｅと他端面２１ｆとを有し、一端面
２１ｅから他端面２１ｆに至る方向に長い柱形状の略６面体であり、一端面２１ｅと他端
面２１ｆの間に４つの側面２１ａ，２１ｂ，２１ｃ，２１ｄを有する。図３には、第１リ
ード２１と第２リード２２とを、樹脂成形体２３内部における位置関係を保った状態で示
している。また、図３におけるハッチングは、第１リード２１と第２リード２２の樹脂成
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形体２３から露出される部分を示しており、断面を示すものではない。
【００１４】
　第１リード２１は、一端面２１ｅが樹脂成形体２３の第１端面２３ｄの中央部から露出
し、側面２１ｂの一端面２１ｅ側の一部が樹脂成形体２３の第１面２３ａの傾斜面２３ａ
ｃ及び平坦面２３ａｂから露出されるように樹脂成形体２３に埋設される。第１リード２
１の側面２１ａの他端面２１ｆ側の一部が樹脂成形体２３の凹部底面２４ｂから露出され
る。尚、第１リード２１の側面２１ｃには凹部２１ｇが設けられており、その凹部によっ
て第１リード２１が樹脂成形体２３から抜けるのを防止している。
【００１５】
　第２リード２２は、図３に示すように、一端面２２ｅと他端面２２ｆとを有し、一端面
２２ｅから他端面２２ｆに至る方向に長い柱形状の略６面体であり、一端面２２ｅと他端
面２２ｆの間に４つの側面２２ａ，２２ｂ，２２ｃ，２２ｄを有する。
【００１６】
　第２リード２２は、図１に示すように、一端面２２ｅが樹脂成形体２３の第２端面２３
ｅの中央部から露出し、側面２２ｂの一端面２２ｅ側の一部が樹脂成形体２３の第１面２
３ａの傾斜面２３ａｃ及び平坦面２３ａｂから露出されるように樹脂成形体２３に埋設さ
れる。第２リード２２の側面２２ａの他端面２２ｆ側の一部が樹脂成形体２３の凹部底面
２４ｂから露出される。尚、第２リード２２の側面２２ｃには凹部２２ｇが設けられてお
り、その凹部によって第２リード２２が樹脂成形体２３から抜けるのを防止している。
　尚、本実施形態の発光装置では、第１リード２１を、側面２１ｂの一端面２１ｅ側の一
部が樹脂成形体２３から露出されるように樹脂成形体２３に埋設し、第２リード２２を、
側面２２ｂの一端面２２ｅ側の一部が樹脂成形体２３から露出されるように樹脂成形体２
３に埋設した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、他端面
２１ｆ側の側面２１ｂ及び他端面２２ｆ側の側面２２ｂが、載置面２３ａｓと同一平面上
に位置して露出するように、第１リード２１及び第２リード２２を樹脂成形体２３に埋設
してもよいし、他端面２１ｆ側の側面２１ｂ及び他端面２２ｆ側の側面２２ｂが、載置面
２３ａｓより突出して露出するように第１リード２１及び第２リード２２を樹脂成形体２
３に埋設してもよい。
【００１７】
　図３に示すように、本発明では、第１リード２１及び第２リード２２をそれぞれ、一方
向に長い柱形状の略６面体とし、４つの側面のうちの１つの側面２１a,２２ａの他端面２
１ｆ，２２ｆ側の一部を凹部底面２４ｂに露出させ、側面２１a,２２ａに直交する側面２
１ｂ,２２ｂの一端面２１ｅ，２２ｅ側の一部を外部回路と接続するための主要な外部接
続面としている。このように、本発明では、第１リード２１及び第２リード２２をそれぞ
れ、柱形状の略６面体とすることにより、直交する２つの側面の一方を発光素子１０との
接続に用い、他方を外部接続面として用いることを可能とし、さらに、放熱特性を向上さ
せている。
　第１リードおよび第２リードは、例えば、アルミニウム、鉄、ニッケル、銅、銅合金、
ステンレス鋼、インバー合金を含む鉄合金などのいずれか１つ以上からなる導電性材料を
用いて構成することができる。異種の金属をクラッドしたクラッド材を用いてもよい。ま
た、リードフレームは、表面を金、銀、ニッケル、パラジウムおよびそれらの合金などで
メッキすることが好ましい。
　また、リードフレームの厚みは、例えば、５０μｍ～１０００μｍであり、好ましくは
、１００μｍ～５００μｍとする。また、リードフレームは、目的に応じて厚みを変化さ
せることができる。このリードフレームの厚みは、エッチング（ハーフエッチング）又は
プレス加工により変化させることも可能である。
【００１８】
　以上のように構成された基体２０は、例えば、以下のようにして作製することができる
。
　まず、樹脂成形体２３の形状に対応するキャビティを形成する金型を準備し、そのキャ
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ビティ内に、それぞれ第１リード２１と第２リード２２となる２つの柱状リードを端部が
所定の間隔になるように配置して固定する。尚、柱状リードの所定の間隔になるように配
置された端部はそれぞれ、図３に示す他端面２１ｆと他端面２２ｆとに対応する。
【００１９】
　例えば、この金型は、分離可能な２つ以上の金型からなり、１つの金型に凹部２４に対
応して凸部が設けられ、他の１つの金型に、樹脂を注入するためのゲートが形成されてい
る。
【００２０】
　次に、第１リード２１と第２リード２２とが固定されたキャビティ内に樹脂を注入して
硬化する。
【００２１】
　樹脂を硬化した後、金型から取り出して、樹脂成形体２３の外側に延びた柱状リードを
切断する。
　柱状の第１及び第２リード２１，２２は、一端面２１ｅ側及び一端面２２ｅ側が所定の
長さだけ樹脂成形体２３から突出するように第１端面２３ｄ及び第２端面２３ｅに沿って
（平行に）切断される。以上のようにしてそれぞれ切断面からなる一端面２１ｅ，２２ｅ
が形成される。この切断面からなる一端面２１ｅは、４つの側面２１ａ，２１ｂ，２１ｃ
，２１ｄに直交していることが好ましく、切断面からなる一端面２２ｅは、４つの側面２
２ａ，２２ｂ，２２ｃ，２２ｄに直交していることが好ましい。
　尚、図４において、２８を付して示す部分は樹脂成形体２３におけるゲート跡である。
【００２２】
　以上のように構成された基体２０は、発光素子を収容する凹部２４が、第１面２３ａか
ら第２面２３ｂに貫通するように形成されており、第１面２３ａ側及び第２面２３ｂ側に
は壁（以下、上下の壁という。）がないので、厚さ（第１面２３ａと第２面２３ｂの間の
距離）を薄くできる。
【００２３】
　しかしながら、凹部２４に上下の壁がないことから、第１面２３ａ側及び第２面２３ｂ
側から発光素子の光が漏れるおそれがあり、発光素子の発光を効率よく前方に取り出すこ
とができない。
【００２４】
　そこで、本発明では、側面に反射層が形成された発光素子を用いるようにすることで、
発光素子の光を効率よく前方の取り出すことができ、かつ薄型の発光装置を実現している
。
【００２５】
　発光素子１０
　発光素子１０は、例えば、発光素子チップ１１と発光素子チップ１１のチップ発光面上
に設けられた透光性部材１２と発光素子チップ１１と透光性部材１２の外周を囲む反射層
１３とを含む。発光素子１０は、正電極３ａと負電極３ｂが形成された発光素子チップ１
１のチップ実装面と透光性部材１２の上面と、該上面及びチップ実装面と直交する側面と
からなる四角柱体の側面が反射層１３によって覆われてなり、反射層１３を含む外形形状
も四角柱体となっている。以下、反射層１３を除く四角柱体を内側四角柱体といい、反射
層１３を除く四角柱体を外側四角柱体という。尚、本発明において、発光素子１０は四角
柱体に限定されるものではないが、発光素子１０が四角柱体であると発光素子１０の作製
が容易となる。以下、発光素子１０の製造方法の一例を示す。
【００２６】
（発光素子チップ準備）
　まず、同一の面側に正電極３ａと負電極３ｂとを備えた発光素子チップ１１を準備する
。
　発光素子チップ１１は、半導体から成る発光層を備えたものであれば良い。特に窒化物
半導体から成る発光層、中でも窒化ガリウム系化合物半導体（特にＩｎＧａＮ）から成る
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発光層を備えた発光素子であれば、可視光域の短波長域や近紫外域で強い発光が可能であ
るため、蛍光体と好適に組み合わせることができる。発光素子チップ１１は、発光層から
出力される出射光の発光ピーク波長が近紫外線から可視光の短波長領域である２４０ｎｍ
～５００ｎｍ付近、好ましくは３８０ｎｍ～４２０ｎｍ、さらに好ましくは４５０ｎｍ～
４７０ｎｍにある発光スペクトルを有することが望ましい。この波長域で発光をする発光
素子であれば、種々の蛍光体との組合せにより、所望の色、特に白色光の発光が可能とな
る。尚、発光素子１０は、ＺｎＳｅ系、ＩｎＧａＡｓ系、ＡｌＩｎＧａＰ系などの半導体
から成る発光層を有するものでも良い。
【００２７】
（透光性部材準備）
　また、透光性基板１と透光性基板１の一方の面に形成された波長変換層２とを備えた透
光性部材１２を準備する。
　具体的には、透光性基板上に波長変換部材を配置して、例えば、発光素子チップ１１と
同じ大きさに切断する。
　透光性基板１としては、例えば、石英やホウケイ酸硝子等からなるガラス基板が用いら
れる。透光性基板１の厚みは３０μｍ～１ｍｍが好ましく、より好ましくは、５０～５０
０μｍである。
　波長変換層２としては、バインダー樹脂に後述の蛍光体を含有させたものを使用するこ
とができる。
【００２８】
　蛍光体は、発光素子チップ１１の発光により励起される蛍光体が選択されるが、例えば
、発光素子チップ１１が青色発光素子であり、白色の発光装置を構成したい場合には、青
色で励起されて黄色のブロードな発光を示す蛍光体を用いることが好ましい。このような
蛍光体として、例えば、セリウムで付活されたガーネット構造を持つ蛍光体（特に、セリ
ウムで付活され、アルミニウムを含みガーネット構造を持つ蛍光体）が挙げられる。セリ
ウムで付活された蛍光体は、黄色にブロードは発光を示すため、青色発光との組合せによ
って演色性の良い白色を実現できる。また、ガーネット構造、特にアルミニウムを含むガ
ーネット構造の蛍光体は、熱、光、水分に強く、高輝度な黄色発光を長時間維持すること
ができる。例えば、蛍光体として、（Ｒｅ1-xＳｍx）３（Ａｌ1-yＧａy）5Ｏ12：Ｃｅ（
０≦ｘ＜１、０≦ｙ≦１、但し、Ｒｅは、Ｙ、Ｇｄ、Ｌａ、Ｌｕ、Ｔｂからなる群より選
択される少なくとも一種の元素である。）で表されるＹＡＧ系蛍光体（一般にＹＡＧと略
記される）を用いることが好ましい。また、黄色蛍光体の他に、Ｓｉ６－ＺＡｌＺＯＺＮ

８－Ｚ：Ｅｕ、Ｌｕ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ、ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ、ＢａＭｇＡ
ｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ，Ｍｎ、（Ｚｎ，Ｃｄ）Ｚｎ：Ｃｕ、（Ｓｒ，Ｃａ）１０（ＰＯ４）

６Ｃｌ２：Ｅｕ，Ｍｎ、（Ｓｒ，Ｃａ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ、ＣａＡｌＳｉＢｘＮ３＋ｘ

：Ｅｕ、Ｋ２ＳｉＦ６：Ｍｎ及びＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕなどの蛍光体を用いて照明用光
源としての演色性や、バックライト用途としての色再現性を調整することもできる。また
、量子ドット蛍光体を用いてもよい。
【００２９】
　また、特に発光素子チップ１１の発光波長が短波長である場合などは、波長変換層２が
２種類以上の蛍光体を含んでいても良い。発光素子チップ１１からの１次光によって１種
類目の蛍光体を励起、発光させ、その蛍光体の発する２次光によって別の種類の蛍光体を
励起、発光させることもできる。また、色度の異なる２種類の蛍光体を用いれば、２種類
の蛍光体の量を調整することにより、色度図上において２種類の蛍光体と発光素子の色度
点を結んでできる領域内の任意の色度点に対応する発光を得ることができる。
【００３０】
　バインダー樹脂は、例えば、シリコーン樹脂、変性シリコーン樹脂等を使用することが
好ましい。また、エポキシ樹脂、変性エポキシ樹脂、アクリル樹脂等の透光性を有する絶
縁樹脂を用いることができる。また、これらの樹脂を少なくとも一種以上含むハイブリッ
ド樹脂等、耐候性に優れた樹脂も利用できる。
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　波長変換層２を形成する方法は、例えば、印刷法、スプレー塗布、圧縮成形、スピンコ
ート、ディスペンス等公知の方法が挙げられる。
　波長変換層２は、均一な膜厚でかつ蛍光体粒子が偏在することなく形成することが好ま
しく、上記列挙した蛍光体層形成方法のなかでは特に印刷法、スプレー塗布又は圧縮成形
を用いることが好ましい。
【００３１】
（発光素子チップ配列工程）
　次に、図５（ａ）に示すように、シート６の上に正電極３ａと負電極３ｂが形成された
面を下にして発光素子チップ１１を所定の間隔で縦横マトリクス状に配列する。ここで、
発光素子チップ１１を配列する所定の間隔は、反射層１３の厚さｔを考慮して設定される
。具体的には、反射層１３の厚さｔの２倍に後述の切断幅を加えた間隔に設定される。ま
た、シート６は、例えば一方の面に接着層又は粘着層などが形成されており、その接着層
又は粘着層により発光素子チップ１１が所定の間隔に保持される。
【００３２】
（透光性部材接合工程）
　次に、図５（ｂ）に示すように、波長変換層２を備えた透光性部材１２を発光素子チッ
プ１１の上に接着部材４により接合する。
　透光性基板１は、例えば、発光素子チップ１１と同一または一回り大きい平面形状にな
るように作製されており、波長変換層２が発光素子チップ１１に、例えば、シリコーン樹
脂からなる接着部材４を介して接合される。以上の工程により、シート６の上に、それぞ
れ発光素子チップ１１と透光性部材１２とを含む複数の内側四角柱体が配列された状態と
なる。
【００３３】
（樹脂充填工程）
　次に、図５（ｃ）に示すように、反射層１３を構成する樹脂５を、配列された内側四角
柱体の間に樹脂５が充填されるように塗布する。
　樹脂５には、光反射性物質を含有させる。このようにすると発光素子チップ１１の側面
から出射された光を樹脂５に含まれる光反射性物質により波長変換層２の方向に反射させ
て、発光効率を向上させることができる。光反射性物質としては、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、
Ｎｂ２Ｏ５、Ａｌ２Ｏ３、ＭｇＦ、ＡｌＮ、ＳｉＯ２、ＭｇＯよりなる群から選択される
少なくとも１種を用いることができる。
【００３４】
　光反射性物質を含む樹脂５は、例えば、樹脂５を塗布してスキージで押し広げて配列さ
れた発光素子チップ１１間に樹脂５を充填する。この時、スキージは透光性基板１の透光
性部材１２の上面に沿って移動させ、樹脂５の上面と透光性基板１の上面とが同一平面上
に位置するように樹脂５を発光素子チップ１１間に充填する。
【００３５】
（分割工程）
　図５（ｃ）に示すように、樹脂５を硬化させた後、硬化した樹脂５を切断線７にそって
ダイシング等により切断して個々の発光素子に分割する。切断線７は、例えば、隣接する
発光素子チップ１１の間の中心線に一致するよう設定される。切断線７と発光素子チップ
１１の側面との間隔は、切断後の反射層１３の厚さｔが所定の厚さになるように設定する
【００３６】
　以上のようにして、発光素子チップ１１と発光素子チップ１１の発光面上に設けられた
透光性部材１２と発光素子チップ１１と透光性部材１２の外周を囲む反射層１３とを含む
発光素子１０が作製される。尚、実施形態の発光素子１０では、内側四角柱体の側面全体
に反射層１３を形成するようにして、内側四角柱体の側面からの光の漏洩を防止するよう
にした。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、内側四角柱体の側面の
一部に反射層を形成するようにして、発光領域を所定の範囲に制限してもよい。例えば、
樹脂充填工程において、反射層１３を構成する樹脂５を、配列された内側四角柱体の間に
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所定の深さまで形成して、内側四角柱体の側面の一部に反射層を形成するようにしてもよ
い。すなわち、本発明では、必要とされる光の取り出し効率、パッケージ凹部の形状及び
要求される指向特性に基づいて内側四角柱体の側面における反射層１３の形成範囲を適宜
設定できる。
【００３７】
　以上のように作製された発光素子１０は、基体２０の凹部底面２４ｂにフリップチップ
実装され、本発明に係る発光装置が完成する。
　本実施形態では、透光性基板１と透光性基板１の一方の面に形成された波長変換層２と
によって透光性部材１２を構成した例を示した。しかしながら本発明はこれに限定される
ものではなく、例えば、発光素子チップ１１の上に波長変換層を形成し、その波長変換層
の上に透明樹脂層を形成することにより発光素子１０を構成してもよい。また、透光性部
材１２を蛍光体を含む１つの樹脂層で構成することもできるし、蛍光体を含まない１つの
樹脂層で構成してもよい。さらに波長変換層２を含む、又は波長変換層２を含まない複数
の樹脂層で透光性部材１２を構成することもできる。
【００３８】
　以上のように構成された本発明に係る発光装置は、基体２０において、発光素子１０を
収容する凹部２４が、第１面２３ａから第２面２３ｂに貫通するように形成されており、
第１面２３ａ側及び第２面２３ｂ側には上下の壁がない。したがって、本発明に係る発光
装置は薄くできる。
　また、発光素子１０の側面に反射層１３が形成されているので、発光素子の光を効率よ
く前方に取り出すことができる。
【００３９】
　また、以上のように構成された本発明に係る発光装置は、凹部２４に上下の壁がないの
で、凹部２４において発光素子１０が占める体積比率を高くでき、より小型薄型化が可能
になる。すなわち、凹部の上下に壁があると発光素子の実装を容易にするために上下の壁
と発光素子との間に一定以上の間隔が必要になるが、本発明の場合にはそのような実装の
ための余裕空間を取る必要がない。さらに、上下の壁に反射層を設けるような構成では、
効率よく発光素子の光を前方に反射するために、傾斜させる必要がある。そのために、上
下の壁と発光素子との間に上下の壁に傾斜を持たせることができる間隔が必要になる。し
かしながら、本発明ではそのようなことを意図して間を開ける必要もない。
したがって、上下の壁の厚さに加えさらに上述したような薄型化を妨げる余分な間隔を取
る必要がなく、実質的に発光素子１０の厚みと同程度まで薄型化が可能になる。
【００４０】
　このように、本発明によれば、発光素子の光を効率よく前方に取り出すことができ、極
めて小型でかつ薄型のサイドビュー型の発光装置を提供することができる。
【００４１】
　また、本発明の発光装置では、反射層１３が凹部の側壁から離れて発光素子１０と一体
化して設けられているので、発光領域をより狭い範囲に制限することが可能になり、効果
的に所定の範囲に制限できる。ここで、反射層１３が凹部の側壁から離れているとは、凹
部の側壁に反射層が設けられる場合に比べて、反射層１３と凹部側壁との間に距離がある
ことをいい、例えば、反射層の一部が凹部側壁に接触していてもよい。
　すなわち、凹部の上下の壁及び側壁に反射層が形成された従来の発光装置では、凹部の
開口部より狭い範囲に発光領域を制限することは困難であるが、本発明の発光装置では、
反射層１３を形成する範囲を適宜設定することにより所望の範囲に発光領域を制限するこ
とが可能になる。
【００４２】
　さらに、樹脂成形体２３において、第１面２３ａにおいて第１端面２３ｄ側及び第２端
面２３ｅ側にそれぞれ段差が形成して、樹脂成形体２３から露出した第１リード２１と第
２リード２２の両側に接続部材（半田等）の溜まり部を形成している。これにより、実装
した際、発光装置の浮きを防止でき、実装時の高さの増加を抑えることができる。
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　また、本発明に係る発光装置では、柱形状の第１リード２１と第２リード２２とを用い
ることにより、放熱特性を向上させている。すなわち、従来のように金属薄片を用いて第
１リード及び第２リードを構成すると、小型・薄型化に伴い放熱特性が悪化する。しかし
ながら、本発明に係る発光装置では、それぞれ柱形状の第１リード２１と第２リード２２
とを用いて、樹脂成形体２３に占める第１リード２１と第２リード２２を構成する金属の
比率を向上させて放熱特性を向上させている。樹脂成形体２３に占める第１リード２１と
第２リード２２を構成する金属の比率は、高いほど好ましい。リード部の比率が高くなる
と放熱特性向上かつ実装性が向上するからである。
【００４４】
　さらに、樹脂成形体２３において、第１面２３ａにおいて第１端面２３ｄ側及び第２端
面２３ｅ側にそれぞれ段差を形成し、第１端面２３ｄ側及び第２端面２３ｅ側における第
１リード２１と第２リード２２が樹脂成形体２３から露出する面積を大きくしている。こ
れにより、実装時により効果的に放熱できる。
【符号の説明】
【００４５】
　　１　透光性基板
　　２　波長変換層
　　３ａ　正電極
　　３ｂ　負電極
　　１０　発光素子
　　１１　発光素子チップ
　　１２　透光性部材
　　１３　反射層
　　２０　基体
　　２１　第１リード
　　２１ａ，２１ｂ，２１ｃ，２１ｄ　側面
　　２１ｅ　一端面
　　２１ｆ　他端面
　　２１ｇ　凹部
　　２２　第２リード
　　２２ａ，２２ｂ，２２ｃ，２２ｄ　側面
　　２２ｅ　一端面
　　２２ｆ　他端面
　　２２ｇ　凹部
　　２３　樹脂成形体
　　２３ａ　第１面
　　２３ａｃ　傾斜面
　　２３ａｂ　平坦面
　　２３ａｓ　載置面
　　２３ｂ　第２面
　　２３ｃ　前面
　　２３ｄ　第１端面
　　２３ｅ　第２端面
　　２３ｆ　背面
　　２４　溝状の凹部
　　２４ａ　側壁
　　２４ｂ　凹部底面
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